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廃棄物対策は、まず何よりも廃棄物を排出しない（「ごみゼロ生活」）ということが重要です。廃棄物を発生させない生活スタイルや事業形態に転換することが大切であることから、排出抑制・減量化などの環境保全に対する意識を高め、自発的な循環型社会構築が推進されるように県民及び事業者等の意識を醸成することを目標として施策を実施します。
奈良県の廃棄物の再生利用率は、一般廃棄物、産業廃棄物ともに、全国平均よりも低い水準にあり、本計画において廃棄物の循環的利用に特に重点的に取組む必要があります。そのため廃棄物の排出抑制に取り組み、そのうえで排出される廃棄物については、再使用もしくは再生利用を一層促進することを目標として施策を実施します。再生利用の推進にあたっては、マテリアルリサイクル（材料再生）はもとより、サーマルリサイクル（熱利用）にも着目して、廃棄物系バイオマス等の有効利用や廃棄物利用の再生製品化のための研究開発や普及拡大を促進します。
循環型社会構築のためには、廃棄物を適正に処理することが必要不可欠です。廃棄物の排出事業者及び処理事業者に対し適正処理推進のための周知・啓発等を行うことにより、排出事業者責任の徹底、優良処理業者の育成に努めます。また、廃棄物の適正処理にあたっては、処理施設の安定的確保が必要です。近畿２府４県

168市町村が参画している広域処理事業「大阪湾フェニックス計画」を引き続き推進するとともに、市町村等の廃棄物処理施設の計画的整備を促進します。
廃棄物の不法投棄や不適正な処理は生活環境保全上の支障を引き起こし、廃棄物処理に対する県民の不信感を生み出す要因となっています。これまでも監視・指導等を強化してきたところですが、依然、不法投棄等が後を絶たないのが現状であり、引き続き、県民、市町村、関係機関等との連携を密にして尚一層の取り組み強化を図ります。また、近年、使用済家電製品など家庭から排出される一般廃棄物の不適正処理も問題となってきていることから、事業者等の指導、県民への啓発活動を強化するなど、不適正処理対策を徹底するための施策を実施します。

地震、風水害等による大規模な災害は、いつ発生するか予測できないこと、大量の災害廃棄物が発生することから、いかに事前の備えを整えられるかが課題となります。これまで、（一社）奈良県産業廃棄物協会をはじめとする関係4団体と災害廃棄物処理の協力協定、県内の全市町村等と「災害廃棄物等の処理に係る相互支援に関する協定」を締結しました。また、平成28年3月に策定した「奈良県災害廃棄物処理計画」に基づき、大規模災害発生時に備える体制を整備・維持することを目的とした「奈良県災害廃棄物対策連絡会（県・市町村担当部課長会議）を設置するとともに、県・市町村合同による「教育・訓練」の実施や被災市町村が実施する災害廃棄物処理業務を発災初動期から緊急的に支援する「災害廃棄物処理緊急支援要員」を設置・任命するなど、平常時からの備えを進めてきました。今後も、同計画に基づき、東日本大震災や阪神･淡路大震災レベルの最大規模の災害を想定して、県と市町村の連携による教育・訓練を継続的に実施するとともに、広域的な相互支援体制の確立など、大規模な災害時に発生する災害廃棄物の処理体制構築に取り組みます。
一般廃棄物処理は市町村の自治事務ですが、循環型社会形成を推進するためには、市町村域を越えて、広域及び効果・効率的な事業規模や減量化・再生利用等のシステム構築などの観点から、県と市町村がなお一層、連携・協働して施策を推進することが必要と考えます。このことから、一般廃棄物処理の広域化や災害廃棄物処理体制の構築など、本計画に掲げる広域的な課題や県と市町村の連携強化が必要な課題の解決に向けて、県と市町村が連携・協働する「奈良モデル」により、各種施策の推進に努めます。一般廃棄物処理の広域化については、スケールメリットによる効果・効率的な資源循環などの効果が期待できることから、県では広域化に向けた枠組み調整や調査への支援、「奈良モデル」補助金制度の創設を行ってきました。今後も広域化のさらなる推進に向けた枠組みの検討を進めるとともに、広域化の動きに合わせて、収集運搬・施設運営面での効率化を検討・促進します。

①「ごみゼロ生活」の推進② 技術・研究開発の促進（排出抑制）③ 事業者の自主的取組みの促進（排出抑制）④ ごみの排出抑制のための経済的手法の導入促進
① 各種リユース（再使用）・リサイクル（再生利用）の促進② 廃棄物系バイオマスの有効利用の促進③ 廃棄物利用の再生製品化・流通促進④ 技術・研究開発の促進（再生利用）
① 排出事業者責任の徹底② 優良処理業者の育成③ 産業廃棄物処理施設周辺の環境保全④ 有害廃棄物の適正処理の推進⑤ ごみ処理施設の安定的確保⑥ し尿等の処理対策の推進
① 県民総監視ネットワークの推進② 悪質事案対策の強化③ 使用済家電等の不適正処理対策の推進④ 県民参加型の環境美化活動の促進⑤ 不法投棄等の撲滅に向けた啓発の推進

① 災害廃棄物処理の相互支援体制の整備② 県災害廃棄物処理計画に基づく教育・訓練③ 市町村の災害廃棄物処理計画の策定促進

① 一般廃棄物処理の広域化② 災害廃棄物処理対策の推進（再掲）③ 廃棄物の減量化・再生利用の推進④ 不法投棄・使用済家電等対策の強化（再掲）
計画の円滑な推進を図るため、県は市町村及び関係団体等に、市町村は地域住民に、関係団体は関係事業者に計画及び進捗状況を周知し、その推進に努めます。計画の推進にあたって、県は、県内の廃棄物処理状況や国施策の動向等を把握し、計画目標が達成できるよう適切な施策・事業を実施するとともに、状況に応じて、必要な見直しを行います。計画の進捗状況は、市町村、関係機関等との情報共有を図り、奈良県循環型社会推進協議会や「きれいに暮らす奈良県スタイル」推進協議会など、さまざまな機会を活用して検討するとともに、広く県民への情報提供に努めます。


